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要　約
　本稿は，「大学や研究機関で生まれるデータとその利活用ルールを巡る動き」の意見論文として，知的財産
としてのデータと，個人データ保護法制に関する現在進行形の政策動向を取り上げ，データ活用の今後の展開
と関与の在り方を，研究機関のデータを例に検討する。
　これまでの日本におけるデータ政策が，セクタースペシフィックな規制に基づいていたため，結果的に「個
人情報保護条例 2000 個問題」に象徴される事態となった。
　他方で，近年は，官民データ活用推進法に代表されるように，データ流通の促進の施策が取られ，オープン
サイエンスの観点から研究機関には，データポリシーの策定が求められる。また，信頼が担保されつつも越境
データ移転もシームレスに行う DFFT（Data Free Flow with Trust）の理念も提唱され，データ政策が変
わろうとしている。
　そこで，改正個人情報保護法やさらに未だ検討中の政策も含め，個人データを含む知的財産としてのデータ
に関わる議論状況を俯瞰する。それらを踏まえ，前述論文で提示された課題について検討を行った。
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1．はじめに
　（1）　本論の位置づけ
　「大学や研究機関で生まれるデータとその利活用

ルールを巡る動き」（以下「当該論文」という。）は，
研究機関におけるデータ流通に関する規制を簡潔に取
り上げている。そこでその補足の意味で，現在進行形
の政策動向を取り上げ，3 つの論点（①多様なデータ
を複数のルールの下で一元的に管理していく仕組み，
②弁理士はどのように貢献していくことができるか，
③本論で検討できていない課題等）に対する回答をす
ることで，オープンサイエンスの促進に寄与すること
を目的とする。

　（2）　問題の所在
　産学連携による研究が進む中，データの利活用に関
してはセクタースペシフィックな規制がデータの流通
を妨げることが指摘されている。
　自由なデータ流通については，国家間，公共団体
間，官民間のいずれでも適用法令の違いが妨げとな
る。国家間は，EU 域内で 2018 年 5 月から適用され
た GDPR（EU 一般データ保護規則）が象徴的であり，
個人データについて，域内のデータ流通は自由とする
一方，第三国への移転は原則として認められない。例
外として，移転先の第三国が，十分なレベルの保護措
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置を確保していると欧州委員会が認定した場合は移転
で き る（ 十 分 性 認 定，GDPR45 条 1 項 ）。 日 本 は，
2019 年 1 月 23 日に十分性認定を受けている。もっと
も，独立行政法人は，GDPR の十分性認定の対象外で
ある。
　GDPR と日本の個人情報保護法制は，個人データに
対する理念から個人データの範囲など制度間の相違が
ある。そこで，法改正することなく対応するため，い
わゆる補完的ルール（1）を設け，性生活，労働組合に関
する情報を要配慮個人情報と同様に扱うことなどを盛
り込んだ。この補完的ルールは，法的拘束力を有し，
違反すれば執行対象，司法機関に対する権利救済が可
能となる（2）。
　自由な情報の流通が阻害されることは，国内にもい
える。日本では，地方自治体（都道府県単位及び市町
村単位）ごとに条例が存在し（「個人情報保護条例
2000 個問題」と呼ばれることがある（3）。），さらに，

（私立大学を含む）民間部門では個人情報保護法，国
の行政機関であれば，行政機関個人情報保護法など，
適用法令が異なる（表 1 参照）。その意味で，個人情
報に関しては，国際共同研究をする際の方が，国内の
産官学連携をするよりも，シームレスな情報流通が確
保されている。

　次世代医療基盤法における医療情報（同法 2 条 1
項）の取扱いに関しては，この点を解消し，根拠に基
づく医療（Evidence-based medicine）のためのデー
タベース連携を図る目的で制定された（5）。性質として
は，官民共通の横串を通した特別法であり（6），研究に
あたっては，倫理的配慮のため，（医学系分野に限ら
ず）倫理審査の実施が求められており，それ自体は歓
迎されるものの，プロセスの煩雑さや実効的な対応に
おいて課題が多いとされている。特に，倫理審査委員
会が同一組織でも複数存在する場合があり，多施設共
同研究の場合の複数委員会の存在，学際研究の場合

（表 1）個人情報保護法制の適用関係（4）

個人情報保護法
民間事業者（私立大学・学会，私立病
院，民間企業）等（ただし，同法 76
条の適用除外の可能性あり）

行政機関個人情報保
護法

国の行政機関，試験研究機関等

独立行政法人等個人
情報保護法

独立行政法人，国立大学等

個人情報保護条例
地方公共団体，公立大学，公立研究機
関，公立医療機関等

に，医学系では「人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針」があるが，それ以外の学問分野では，審査
基準が一貫していない状況が存在し，同様に，阻害要
因となっている（「倫理審査委員会 3000 個問題」と呼
ばれることがある（7）。）

2．日本のデータ（8）を巡る政策動向
　（1）　“Society 5.0”（9）

　Society 5.0 とは，サイバー空間とフィジカル（現
実）空間を高度に融合させたシステムにより，経済発
展と社会的課題の解決を両立する，人間中心の社会を
いう。Sociery5.0 では，イノベーションで創出される
新たな価値により，エネルギーの需要増加，食料の需
要増加，寿命延伸・高齢化，国際的な競争の激化，富
の集中や地域間の不平等といった経済発展によって生
じる問題と，社会的課題である温室効果ガス（GHG）
排出削減食料の増産やロスの削減，高齢化に伴う社会
コストの抑制，持続可能な産業化の推進，富の再配分
や地域間の格差是正）の解決を両立することを目指す。
　その事例は，医療介護分野（医療・環境情報等を基
に，AI による解析を通じた健康促進，社会コストの
軽減），ものづくり分野（在庫情報，配送情報等を基
に，AI による解析を通じた産業バリューチェーンの
強化），農業分野（市場情報，トレンド等を基に，AI
による解析を通じた超省力・スマート農業の実現），
食品分野（市場情報，食品情報，アレルギー情報等を
基に，AI による解析を通じた食品ロスの削減，経営
改善等），防災分野（人工衛星・地上の気象レーダー
などからのデータ，避難所の情報・救援物資の情報等
を基にした AI による解析を通じた物資の最適配送，
迅速な救助等），エネルギー分野（気象情報，電力使
用状況情報等を基に，AI による解析を通じた的確な
需要予測等）にわたる。

　（2）　DFFT（Data Free Flow with Trust）
　平成 31 年 1 月 23 日に開催された世界経済フォーラ
ム年次総会における安倍総理の演説（10）では，個人的
データや国家安全保障上の機密のような情報は慎重に
取り扱うべきである一方で，医療，産業，交通などの
有益で非個人的・匿名のデータは国境を意識せず自由
に行き来させる必要があり，そのために「DFFT

（Data Free Flow with Trust）」の体制作りが重要と
述べた。
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　過去，G7 伊勢志摩サミット（2016 年）では，「情
報の自由な流通（Free Flow of Information）」，ドイ
ツが議長国を務めた G20（2017 年）では，G20 デジ
タル大臣宣言の中に，「情報の自由な流通」が盛り込
まれた（11）。アルゼンチンが議長国を務めた G20 ブエ
ノスアイレスサミット（2018 年）でも，「情報の自由
な流通」が盛り込まれた（12）。
　2019 年，大阪でのサミット初日に開催された「デ
ジタル経済に関する首脳特別イベント」では，「デジ
タル経済に関する大阪宣言」が発出され，「大阪ト
ラック」を立ち上げることが宣言された。
　G20 参加国はデータ流通圏に前向きな姿勢を示す
が，他方で，新興国を中心に「データ保護主義」とも
呼ばれる動きが拡大している隔たりがある。DFFT
を G20 に向けて宣言する意図は，この隔たりを解消
し，データ流通を同水準のルールで認めることでビジ
ネス拡大を狙うところにある（13）。

　（3）　官民データ活用推進基本法
　平成 28 年に制定された官民データ活用推進基本法
は，要は「官民データ」（同法 2 条）を定義し，原則
IT 化による効率化を図り，生成，共有，活用される
データを増やすため，B2G（Business to Government），
G2B（Government to Business）のデータ流通の拡大
を図るものである。平成 26 年制定のサイバーセキュ
リティ基本法によるセキュリティ強化，平成 27 年改
正の個人情報保護法により，匿名加工情報を新設する
3 つのパッケージによって，データを活用したビジネス，
データに基づく政策を実現しようとするものである。
　国・地方公共団体が保有する官民データの流通が
オープンデータであり，本人関与のもと，民間企業な
ど多様な主体による官民データの利活用が，情報銀
行（14）に対応する。

3．研究機関におけるデータの利活用
　（1）　データポリシーの意義
　“Society 5.0” においては，データと現実の世界を高
度に融合させ，イノベーションの創出，企業活動だけ
でなく，地球規模の課題や社会的課題の解決への取り
組みが期待される。そのためには，多様な知（情報，
データ等）の獲得やその融合等が極めて重要である。
　そのため，公的資金の支援により得られた研究成果

（論文，データ等）は，適切に管理・利活用され，科

学技術のみならず社会に新しい価値を創造し，ひいて
は地球規模の課題解決に向けた活動につなげることが
求められる（15）。
　ここから，研究データの利活用を促進する取組みと
して，オープンサイエンス（16）が重要となる。これを
前提に，研究データの管理・利活用についての組織と
しての方針（データポリシー）の策定の必要性が内閣
府に設置された委員会で検討された。そして，2018
年 6 月 29 日，政府系研究機関に，データポリシー策
定を義務付けることで，学術論文の執筆に関係した詳
細なデータを公表する方針とし，2020 年度中の策定
が求められている（17）。
　これを受けて，2020 年 5 月末日現在，データポリ
シーを法人全体で策定した国立研究開発法人は 7 法人

（NIMS，NIED，JAMSTEC，農研機構，国際農林水
産業研究センター，森林研究・整備機構，NIES）と
なっている（18）。

　（2）　データポリシー策定ガイドライン
　効果的にデータポリシー策定を促進するために，ガ
イドラインを策定した（19）。このガイドラインは，知
識，情報（データ）の共有による新しい価値を与える
ことに主眼があるが，策定までの検討事項，記載事項
が盛り込まれている。また，データポリシー策定と並
行して，以下の 6 点以外に，ポリシー策定の主体，管
理対象とするデータが具備すべき要件の検討を取り組
むべきとする。
①　ポリシー策定の目的
　組織のビジョン，ミッション等を踏まえ，ポリシー
を策定した背景と研究データ利活用の目的について記
述する。その際，研究データの特性，運用のフォロー
アップ，その他のポリシーとの整合性に留意する。
②　管理する研究データの定義，制限事項　
　「研究データ」の定義・範囲を明確にし，利活用が
想定されるデータ，将来的に利用の可能性が考えられ
るデータなど，研究データの種別・内容等を記述する。
③　研究データの保存・管理・運用・セキュリティ
　研究データの特性に応じたデータの保管，運用方針
と国研としての取組について記述する。
④ 　研究データに対するメタデータ，識別子の付与，

フォーマット
　研究データの特性に応じた標準的なフォーマットが
存在する場合は，それも併せて記述する。
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⑤　研究データの帰属，知的財産の取扱い
　研究データに係る作成者，管理者等の免責事項につ
いて記述する。
⑥　研究データの公開，非公開及び猶予期間並びに引用
　研究データの公開について，公開までの猶予期間を
適切に設定し，公開データの利用に際しては，利用者
に対して適切な引用を求める。

4 ．データ駆動社会における知的財産としての
データとその利活用を巡る政策動向

　（1）　課題
　課題は 2 点ある。まず，適用法令の違いである。大
学を例にとっても，国公立，私立において，適用され
る法令が異なる点である。さらに，民間企業との産学
官連携の際に，適用法令が異なる点が課題となってい
る。この適用法令の違いは，（公立病院を含む）自治
体との連携においても同様である。
　次に，オープンサイエンスと医療情報のようなセン
シティブデータの取扱いのような，一見相反する場面
においては，目的達成のための制度と，技術（秘密計
算技術，匿名加工化技術）の設計である。

　（2）　改正個人情報保護法
　令和 2 年 3 月 10 日，改正個人情報保護法案が閣議
決定された。その後，同年 6 月 12 日に公布され，令
和 4 年 6 月までに施行予定である。
　前回の改正（平成 27 年法律第 65 号）は，平成 29
年 5 月に施行された。同法では，要配慮個人情報（個
人情報保護法 2 条 3 項）が創設され，病歴を始めとす
る要配慮個人情報を第三者に提供するに当たっては，
学術研究等を除き，オプトインによらなければなら
ず，オプトアウトによることができず，特定の個人を
識別できないように加工された匿名加工情報について
は，個人情報と比較して緩やかな規律で第三者に提供
することができるものとされた。
　その後，同法の特則である次世代医療基盤法が施行

（平成 30 年 5 月）され，オプトインのほか，一定の要
件を満たすオプトアウトにより，①医療機関等から認
定事業者へ要配慮個人情報である医療情報の提供，②
認定事業者から利活用者へ匿名加工医療情報の提供が
可能となった。これにより，国内の医療分野の研究開
発場面では，主体にかかわらず，匿名加工医療情報を
利活用することが可能となった。

　そして，今回の改正個人情報保護法では，既に個人
情報保護法 76 条 1 項 3 号は，学術研究目的での個人
情報等の取扱いにつき，15 条から 58 条の適用除外を
認め，23 条は，適用除外を認めているが，さらに，
個人情報の公益目的利用で想定されるニーズに応じ，
ガイドラインや Q&A で具体的に示していくこととさ
れ，医療機関や製薬会社が，医学研究の発展に資する
目的で利用する場合が挙げられている（20）。GDPR は，
公益目的での保存の際の目的制限（同法 5 条 1 項（b）
号）など柔軟な規制があることから，日本において
も，従前から公益目的での柔軟な個人情報の利用の拡
大する余地を指摘する見解があり（21），今後の具体的
な運用が注目される。

　（3）　研究活動における保有個人情報の取扱い
　上記の課題 1 については，令和元年 11 月，総務省・
文部科学省において，「研究活動における保有個人情
報の取扱いに関する研究会」が発足している。
　この研究会では，国立大学，独立行政法人，国立研
究開発法人などにヒアリング，アンケートを実施して
いる。ここでは，医療分野では，学会（民間部門のた
め，個人情報保護法が適用される。）報告の際に遡及
的に本人同意を取ることが研究上過度の負担となって
いる，人文社会分野においても，設置主体がことなる
組織や複数自治体にまたがる調査研究など個人情報を
やり取りする必要がある多施設共同研究が存在する，
などアンケート結果が出ており，医学系分野のみなら
ず，その他の分野でも，個人情報の利用に課題がある
ことが明らかになっている。

　（4）　個人情報保護制度の見直しに関する検討会
　「個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォー
ス」が内閣官房に設置され，さらに，民間部門，行政
機関，独立行政法人等に係る法制の一元化（規定の集
約・一体化）の在り方及び一元化後の事務処理体制の
在り方について検討する有識者会議が立ち上がってい
る。ここでは，個人情報保護法，行政機関個人情報保
護法，独立行政法人等個人情報保護法を統合して 1 本
の法律とし，個人情報保護委員会に一元的に所管させ
ることを前提に具体的な制度設計の在り方を議論して
いる。データ流通に関して，学術研究等の取扱いや，

「個人情報保護条例 2000 個問題」も検討されており，
標準条例を策定して，その差分を各自治体が検討すれ
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ばよい（森亮二委員）など具体的な指摘もされている。
　さらに，個人情報保護委員会は，2000 個問題に関
連して，2020 年 5 月 25 日，「個人情報保護条例に係
る実態調査結果」を公表した（22）。都道府県（47 団体），
市町村（特別区を含む。1741 団体）及び一部事務組
合等（1562 団体）を対象とし，そのうち，一部事務
組合等については，条例の適用関係が明らかでない団
体が少なくとも613団体存在することを明らかにした。

　（5） 　文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委
員会

　2020 年 5 月 27 日に閣議決定された「知的財産推進
計画 2020」においても「『データ駆動型社会』におい
て鍵を握る知的財産は『データ』」（23）と記述とされて
いるように，アフターコロナ時代において，そのデー
タの取扱いは，知的財産分野でも，ますます重要とな
る。最近の動向としては，著作権法における研究目的
の権利制限規定創設に向けた検討がある。
　ドイツでも，2017 年に，著作権法 1 章 6 節 4 款「授
業，学術及び諸機関に関して法律により許容される使
用」が設けられ，60a 条以降に，大学などの研究機関，
学校，図書館などにおける具体的な権利制限規定が設
けられた。
　この点，日本でも，「知的財産推進計画 2019」にお
いて，「研究目的の権利制限規定の創設」に関する検
討が挙げられ，文化庁の第 19 期文化審議会著作権分
科会法制・基本問題小委員会における検討課題であっ
た（24）。その際の視点として，①契約等による対応可
能性，②対象とする「研究」の範囲，③研究と著作物
利用との関連性，④対象とする著作物の種類，⑤情報
源の適法性，⑥著作物の利用態様，⑦権利者の利益保
護への配慮，⑧既定の明確性・柔軟性のバランス，⑨
その他関連する課題（著作権法 31 条 2 項，3 項の適
用拡大）が挙げられている（25）。
　個人データのデータベースも著作物となり得る（同
法 12 条の 2）が，民間企業での研究の際に，内部で
の倫理審査委員会への提出のための複製などの場面で
は，同法 30 条の 4 第 4 号では，「人の知覚による認識
を伴うことなく」行うものではなく，必ずしも対処で
きない。令和元年度の審議会では，要旨，研究目的の
権利制限規定は，必要であるが立法事実が弱く，図書
館などの既存の制限規定との組み合わせも必要である

（大渕哲也主査代理），在野研究者（26）への配慮も必要

である（小島立委員），大学に所属していても，ジャー
ナルの価格高騰により，必要な論文にアクセスは困難
となっており，オープンサイエンスとの関わりでも出
てくるオープンアクセス（27）への配慮が必要（生貝直
人委員）といった発言がされている（28）。

　（6） 　産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委
員会

　令和 2 年 4 月 2 日の産業構造審議会知的財産分科会
第 37 回特許制度小委員会では，AI 技術の保護の在り
方として，AI アルゴリズムにつき，現行制度以上の
保護見直しの必要性，AI 学習データの量や質の差別
化のための制度見直しの必要性が提示された（29）。
　特に，AI の学習モデルを特許として権利化すると，
データ流通が阻害される，基本的には学習用データや
学習済みモデルは，営業秘密で守り（30），ビジネス上
の提供をする場合は限定提供データや契約によりでき
る限り対応するので，特許による保護はなじみにくい

（長澤健一委員），日本弁理士会としても，必ずデータ
を保護の対象に入れてほしいという要望はしてない

（杉村純子委員）といった見解があり，今後の展開が
注目されるが，AI 技術関連のデータ流通に関して，
特許法による規制が今後及ぶ可能性がある。

5．むすびにかえて
　本稿は，当該論文の課題 3 に対する回答の意味も含
め，個人データとデータとしての知的財産に関連する
政策を概観した。
　当該論文の課題 1 は，セクタースペシフィックな規
制が法令レベルでは解決に向かいつつあることを明ら
かにした。他方，その管理は，DFFT を目指す一方，
倫理審査委員会 3000 個問題に象徴されるように，過
度な自主規制に原因があり，データ利活用の阻害要因
の分析が必要であることを示唆する。
　課題 2 に関し，平成 30 年弁理士法改正によりデータ
関連業務が追加されている（弁理士法 4 条 3 項）（31）。
データの保護・利活用に関する相談にも応ずることで
企業の知財保護を包括的に支援できるようにするため
である。対象は，「技術上のデータ」であるが，今後，
個人データが含まれる技術上のデータも想定され，個
人情報保護法制への目配せも必要となる。また，研究
機関において URA（University Research Adminis-
trator）が知的財産の管理に関わることもあり，研究
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機関のデータ管理（具体的には，知的財産データ契
約（32）やデータポリシーに基づくガイドラインの策定
などへの関与）の場面で弁理士の関与があり得る。
　本稿が，信頼あるデータ流通のさらなる発展に寄与
できれば幸いである。
　なお，本稿は，慶應 SFC 学会 Covid-19 対応研究
活動支援による成果の一部である。
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